
■狛江市におけるいじめ防止等に関する組織の設置イメージ

地
方
公
共
団
体

狛江市いじめ問題対策連絡協議会

法14条①：連絡調整

狛江市（教委）いじめ問題対策
委員会（附属機関）
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★狛江市（教委）いじめ問題対策
委員会

法28条①：問題の調査

（学校から報告→） 教育委員会

狛江市いじめ問題調査委員会
（附属機関）

法30条②：問題の再調査

市 長報告

再調査等

※ 「★」印は法律上必置の組織。点線枠は法律上任意設置の組織。附属機関は条例設置

重大事態が発生したとき

★学校いじめ対策委員会 〔法22条：防止等の対策〕


